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介護保険制度（被保険者・受給者範囲）について

介護保険制度の体系

● 介護保険制度は、社会保険方式を採用しつつ、費用の半分を公費で賄う制度です。
● 被保険者は年齢により次の2種類に分けられ、給付（サービス）を受ける条件や保険料の算定・納付方法が
異なっています。
【第1号被保険者】  65歳以上の者
【第2号被保険者】  40歳以上65歳未満の医療保険加入者

介護保険制度の概要

市町村・特別区

被保険者

特別徴収 公費
（50％）

国
（25%※2）
都道府県

（12.5%※3）
市町村

（12.5%）

高齢者の
保険料
（19%）

若年者の
保険料
（31%）

※1 第1号被保険者及び第2号被保険者の数は、平成19年度の見込数。
（国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成14年1月推計）より）

※2 国の負担分のうち5％は調整交付金であり、75歳以上の方の数や高齢者の方の所得の分布状況に応じて増減。
※3 施設等給付費（都道府県知事が指定権限を有する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、特定施設に係る給付費）

は、国20%、都道府県17.5%。

市町村の
個別徴収

約２割の
者が対象

約8割の
者が対象年金から

天引き

保険料

保険料 医療保険者
●健保組合
●国保など

一括納付
（全国でプール）

交付社会保険
診療報酬
支払基金

＊若年者の保険料については、
医療保険と同様に、事業主負
担・国庫負担あり。

第2号被保険者
（40～64歳）
4,273万人※1

（平成18～20年度）

第1号被保険者
（65歳以上）
2,696万人※1

（平成18～20年度）
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被保険者

● 「被保険者」は、介護保険制度における保険料の負担者であり、制度のいわば「支え手」です。

受給者

●「受給者」は、要介護（要支援）状態であること等一定の要件を満たす場合に、介護保険制度に基づく
　サービスの給付を受ける者であり、現行制度では、「被保険者」の範囲と一致しています。

※1 第1号被保険者及び第2号被保険者の数は、平成19年度の見込数。
（国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成14年1月推計）より）

※2 第２号被保険者の保険料については、医療保険と同様に、事業主負担・国庫負担あり。

第1号被保険者

被保険者数 ： 2,696万人※1

（平成18～20年度）

第2号被保険者

被保険者数 ： 4,273万人※1

（平成18～20年度）

65歳

40歳

実際にサービスを受給している人数 ： 345万人（平成19年4月）

第1号被保険者

実際にサービスを受給している人数：10万人（平成19年4月）

給付額6.7兆円（平成19年度予算ベース）

第2号被保険者

※ただし、第2号被保険者については、「老化に伴う疾病」が原
因で要介護（要支援）状態になった場合にのみ、サービス給
付が受けられるという制限がある。
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現行制度における被保険者・受給者の範囲（まとめ）

範　　囲 サービス受給要件

第1号被保険者 65歳以上の者 要介護（要支援）状態

第2号被保険者 40歳から64歳までの医療保険加入者
要介護（要支援）状態であって、老化に伴う疾病
に起因するもの

※「老化に伴う疾病」＝16の疾病
がん末期／関節リウマチ／筋萎縮性側索硬化症／後縦靱帯骨化症／骨折を伴う骨粗鬆症／初老期における認知症／進行
性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病／脊髄小脳変性症／脊柱管狭窄症／早老症／多系統萎縮症／
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症／脳血管疾患／閉塞性動脈硬化症／慢性閉塞性肺疾患／両側の膝
関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

▼ 制度創設時の範囲設定の考え方

被保険者

①介護保険制度は、老化に伴う介護ニーズに応えることを目的とすること。
②老化に伴う介護ニーズは高齢期のみならず中高年期にも生じ得ること。
③  40歳以降になると一般に老親の介護が必要となり、家族の立場から介護保険による社会的支援という
利益を受ける可能性が高まること。

受 給 者

① 第1号被保険者については、高齢者であることから、その原因を問わず、要介護（要支援）を一般的に対象
とする。
②第2号被保険者については、老化に伴う介護という観点から具体的な対象範囲を定める。

こうした結果、年齢や介護原因による
サービス給付の制限が生じることとなりました。
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介護保険制度と障害者福祉制度との関係

●介護保険制度と障害者福祉制度の適用関係について、現行制度においては、
①両制度に共通するサービスについては、一般制度である介護保険制度
を優先し、
②介護保険制度にないサービス等については、障害者福祉制度を適用する
という仕組みになっています。
実際に、既に６５歳以上の高齢障害者については、こうした「組み合わせの仕組み」が適用されています。

★65歳以上における介護保険制度と障害者福祉制度との関係

障害者福祉制度

介護保険制度と障害者福祉制度で
共通するサービス

［上乗せ部分］
全身性障害者に対する介護保険の支給限度額を
超える部分は障害者福祉制度から給付

［横出し部分］
訓練等給付などの介護保険
にないサービスは障害者福祉
制度から給付

介護保険
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「介護保険制度の普遍化」の意味について

有識者会議中間報告における「介護保険制度の普遍化」の定義

「介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関する有識者会議」で取りまとめられた「介護保険制度の被保険者・
受給者範囲に関する中間報告」において、「介護保険制度の普遍化」については、次のように定義されています。

■　「介護保険制度の普遍化」という用語は、平成17年の介護保険法改正の議論の際の社会保障審議会
介護保険部会から使われ始め、これまでの議論においてもしばしば用いられてきたが、その概念は必ずし
も明確となっていない。本有識者会議では、「介護保険制度の普遍化」とは、次のようなことを意味する
ものと理解した。

■　すなわち、「介護保険制度の普遍化」とは、現行制度を、「介護を必要とするすべての人が、年齢や要
介護となった理由、障害種別の如何等を問わず、公平に介護サービスを利用できるような制度（「普遍的
な制度」）に発展させること」を意味するものと理解する。
これを、さらに、給付と負担のそれぞれの面に着目して、捉え直すと、
①「介護サービスの提供に要する費用は、原則として、すべての利用者が相応に負担した上で、全国民
の社会連帯によって支え合う」という負担面の普遍化と、
②「介護サービスが必要となった場合には、いつでも、誰でも、どこでも、一定の質が確保されたサービ
スが受給できる」という給付面の普遍化とを、
介護保険制度という全国共通の社会保険システムを通じて、同時に実現しようとするのが「介護保険

制度の普遍化」の意味するところと考える。

■　負担面の普遍化により、現行40歳以上の被保険者の年齢区分が引き下げられ、収入のあるすべての
者が社会連帯の精神で保険料を負担することになる。
ただし、その場合においても、低所得者層へ一定の配慮は必要である。

■　給付面の普遍化の結果として、若年障害者等の介護ニーズに対しても高齢者の介護ニーズと共通す
る部分については、介護保険が適用されることとなる。
もちろん、「介護保険制度を普遍化」するとしても、これまでどおり「上乗せ」「横出し」部分については
障害者福祉制度から給付されるものであり、障害者福祉制度の全体を介護保険制度に「統合」するとい
うことにはならない。

2
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介護保険制度の現状について

65歳以上被保険者数について

●65歳以上の被保険者数は、7年で約517万人（24％）増加。

2000年4月末 2003年4月末 2007年4月末

被保険者数 2,165万人 2,398万人 2,682万人

要介護（支援）者数について

●介護認定を受けた者は、7年で約223万人（102％）増加。

2000年4月末 2003年4月末 2007年4月末

認定者数 218万人 348万人 441万人

介護サービス利用者数について　

●7年で、居宅は165％、施設は56％、全体で138％の増加。
（地域密着型サービスは、2006年4月からの新たなサービス体系）

2000年4月 2003年4月末 2007年4月

居宅サービス   97万人 201万人 257万人

地域密着型サービス － －   17万人

施設サービス   52万人   72万人   81万人

合　　　計 149万人 273万人 355万人

※介護保険事業状況報告による

3

★第1号被保険者数(65歳以上の被保険者)と
　要介護認定者数の推移
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（2000年実績）

3.6兆円

（2001年実績）

4.6兆円

（2002年実績）

5.2兆円

（2003年実績）

5.7兆円

（2004年実績）

6.2兆円

（2005年実績）

6.4兆円

（2006年予算）
※補正後

6.9兆円

（2007年予算）

7.4兆円

高齢者の急激な増加

介護保険財政の状況

●制度の定着とともに介護保険の総費用は急速に増大。
●第1号保険料も第2期（平成15～ 17年度）から第３期（平成18～ 20年度）で24％増。

▼ 総費用の伸び

第1号保険料［全国平均（月額・加重平均）］

2,911円 3,293円
（＋13％）

4,090円
（＋24％）

第1期（平成12～14年度） 第2期（平成15～17年度） 第3期（平成18～20年度）

0

10,000

20,000

30,000

25,000

15,000

5,000

35,000

40,000
高齢者人口（千人）

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

資料：2000年までは総務省統計局「国勢調査」
　　  2005年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成14年1月推計）」

推計値実績値明治以前生まれ
大正生まれ
昭和ひとケタ生まれ
昭和10年～終戦生まれ
終戦～1950年生まれ
1951年以降生まれ

2005年
昭和ひとケタ～終戦生まれが

高齢者の中心 2015年
第1次ベビーブーム世代が

高齢者に

（年）
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諸外国の介護保険制度について

ドイツ

●事業主体 介護金庫（会計は区分されているが、公的医療保険の保険者が兼ねる）
●加入者 公的医療保険加入者は全員強制加入。年齢による制限はない
●受給者  疾病又は障害のために、日常生活において日常的かつ規則的に繰り返される活動を行うのに、

継続的（最低6ヶ月）に相当程度以上の援助を必要とする者

① 介護保険制度からの給付が優先。
①’ ケアがより必要な人に対する付加給付（介護保険より）や、障害者施設入所者への介護費用補助。
② 介護保険の支給額を超える部分は、統合扶助等による障害者施策より給付。
③ 介護保険にはない社会参加給付等の給付については統合扶助・各種社会保険等による給付。

オランダ

●事業主体  介護保険制度である「特別医療費保障法」（以下「AWBZ」という）は国

 障害者サービス法（以下「WVG」という）は市町村
●加入者 AWBZ：全住民及びオランダで雇用され所得税を払っている者

 WVG：市町村住民
●受給者  サービスを必要とする者（年齢による区分なし）

① 介護保険制度（AWBZ）からの給付。
②  介護保険制度（AWBZ）にない住宅改修や移送サービス等については障害者サービス法（WVG）による給付。
③ 上乗せという概念は特にない。

4

①

①’

②

③

① ②
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1   はじめに

本有識者会議は、介護保険制度の被保険者・受給者

の範囲の在り方に関する基本的課題等を検討するため、

平成18年3月に設置され、これまで8回にわたって、精力

的に審議を行ってきた。その審議過程においては、諸外国

の制度調査、約2,900人を対象とした有識者調査、関係

団体ヒアリングも行ってきた。

本有識者会議は、これまでの審議を踏まえ、中間的な

意見を、以下のとおり取りまとめるものである。

2    被保険者・受給者の範囲についての議論
の経緯等

（1）介護保険制度創設時の議論

● 介護保険制度の被保険者・受給者の範囲は、制度創

設時にも大きな議論となった。高齢者介護・自立支援シ

ステム研究会報告（平成6年12月）は、「介護のリスクが

高まる65歳以上の高齢者を被保険者かつ受給者とする

ことが基本と考えられるが、現役世代についても、世代

間連帯や将来における受給者になるための資格取得要

件として、被保険者として位置付けることも考えられる」と

した。

● 老人保健福祉審議会の最終報告（平成8年4月）は、

「高齢者介護問題が最大の課題となっていることから、

65歳以上の高齢者を被保険者とし、保険料負担を求め

ることが適当である。この場合、高齢者介護の社会化は

家族にとっても大きな受益であることなどから、社会的扶

養や世代間連帯の考え方に立って、若年者にも負担を

求めることが考えられる」、また、「若年世代の要介護状

態については、公費による障害者福祉施策で対応する

が、初老期痴呆などのような処遇上高齢者と同様の取

扱いを行うことが適当なケースについては特例的に介護

保険から給付すべきとの意見が有力であった」とした。

ただし、「介護サービスの必要性は年齢を問わないこと

や負担についての若年者の理解を得る観点から、若年

者の介護サービスも社会保険化し、被保険者を20歳以

上あるいは40歳以上とする意見」もあったとしている。

● 与党内での議論も経て老人保健福祉審議会に対して

諮問された介護保険制度案大綱（平成8年6月）にお

いては、「介護保険が対象とする老化に伴う介護ニーズ

は、高齢期のみならず中高年期においても生じ得ること、

また、40歳以上になると一般に老親の介護が必要とな

り、家族という立場から介護保険による社会的支援とい

う利益を受ける可能性が高まることから、40歳以上の者

を被保険者とし、社会連帯によって介護費用を支え合う

ものとする」との最終的整理がなされた。

● 上記の最終的整理に基づき、介護保険の被保険者・

受給者範囲は法定化されたが、平成9年に成立した介

護保険法附則第2条は、施行後5年を目途として被保

険者・受給者範囲を再検討すべき旨を規定した。

（2）介護保険法改正（平成17年）時の議論

● 平成17年の介護保険法改正の議論の際も、被保険

者・受給者の範囲が大きな論点となり、障害者福祉施

策をめぐる動向等も踏まえて、「対象年齢を引き下げる

べきかどうか」が検討された。様々な角度からの審議の

結果、社会保障審議会介護保険部会「被保険者・受

給者の範囲」の拡大に関する意見（Ｈ16.12.10）では、

介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関する中間報告
介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関する有識者会議

平成19年5月21日
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「介護保険制度の将来的な在り方としては、要介護と

なった理由や年齢の如何に関わらず介護を必要とする

全ての人にサービス給付を行い、併せて保険料を負担

する層を拡大していくことにより、制度の普遍化の方向

を目指すべきであるという意見が多数であった」とする一

方、「被保険者・受給者の範囲の拡大については、極

めて慎重に対処すべきであるという意見があった」とし、

「その可否を含め国民的な合意形成や具体的な制度

改革案についてできる限り速やかに検討を進め、結論を

得ることが求められる」とした。

● その後、平成17年の介護保険法等の一部を改正する

法律附則第2条第1項は、「政府は、介護保険制度の

被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲につい

て、社会保障に関する制度全般についての一体的な

見直しと併せて検討を行い、その結果に基づいて、平成

21年度を目途として所要の措置を講ずるものとする。」と

規定した。

（3） 社会保障制度全般の一体的見直し、障害者自立支

援法の制定

● 社会保障に関する制度全般についての一体的な見直

しを検討した「社会保障の在り方に関する懇談会」の

報告書「今後の社会保障の在り方について」（平成18

年5月26日）は、「介護保険制度の将来的な在り方とし

ては、介護ニーズの普遍性の観点や、サービス提供の

効率性、財政基盤の安定性等の観点から、年齢や要

介護となった理由を問わず、すべての介護ニーズに対

応する「制度の普遍化」を目指すことが方向として考え

られる。他方で、これについては、若年層に負担を求め

ることについての納得感が得られるかどうか、保険料の

滞納や未納が増加しないか、また、若年層の介護リスク

を保険制度で支えることに理解が得られるかといった点

にも留意する必要がある。 このため、こうした個別の論

点を精査し、プロセスと期限を明確化しつつ、関係者に

よる更なる検討を進める必要がある。」とした。

●また、平成18年4月に施行された障害者自立支援法に

おいては、３障害の制度格差の解消などが行われ、障

害者福祉制度において多くの改革が行われた。

（4）介護保険制度と障害者福祉制度の適用関係

● ここで、介護保険制度と障害者福祉制度の適用関係に

ついて、改めて確認しておくと、現行制度においては、

・ 両制度に共通するサービスについては、一般制度であ

る介護保険制度を優先し、

・ 介護保険制度にないサービス等については、障害者

福祉制度を適用する

という仕組みになっている。

実際に、既に65歳以上の高齢障害者については、こう

した「組み合わせの仕組み」が適用されている。

（5）有識者調査及び関係団体ヒアリングの結果

● 今回、実施された「介護保険制度の被保険者・受給

者の範囲に関する有識者調査」（平成18年12月に約

2,900人の有識者を対象に調査。約1,400人が回答。）

において、「被保険者・受給者の範囲を将来的に拡大

すべきかどうか」という質問に関しては、

・  現行の被保険者・受給者の範囲を拡大して、要介

護の理由や年齢の如何に関わらず給付を行う制度を

目指すべきである

→32％

65歳以上の要介護状態にある障害者における介護保険制度と障害者
福祉制度との関係

介護保険と障害者福祉制度
で共通するサービス

　  介護保険からの給付が優先

［上乗せ部分］
全身性障害者に対する介護保険の支
給限度額を超える部分は障害者福祉制
度から給付

［横出し部分］
訓練等給付などの介護
保険にないサービスは障
害福祉サービスから給付

障害者福祉制度
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・  将来的に被保険者・受給者の範囲を拡大する方向

も考えられるが、現在は慎重であるべきである

→42％

・  実質的には「高齢者の介護保険」である現行の介

護保険制度を維持し、被保険者・受給者の範囲を

拡大すべきではない

→20％

という結果であった。

●また、「被保険者（保険料負担者）と受給者の範囲は一

致すべきかどうか」という質問に関しては、

・  被保険者（保険料負担者）と受給者の範囲は原則と

して一致すべきである

→55％

・  被保険者（保険料負担者）と受給者の範囲は必ずし

も一致しなくともよい

→35%

という結果であった。

●さらに、「仮に被保険者の範囲を拡大するとした場合、

介護保険制度の受給の対象となる者の年齢をどのよう

に考えるか」という質問に関しては、

・ 「介護ニーズの普遍化」という観点を重視すれば、医

療保険と同様に、受給者は全年齢を対象とすべきで

ある

→42%

・ 介護保険は現行制度のように高齢化に伴うリスクをカ

バーするものとすべきであり、全年齢を対象とするので

はなく、一定年齢によって区分すべきである

→47%

という結果であった。

●「仮に被保険者の範囲を拡大するとした場合、保険料

を負担する者の年齢をどのように考えるか」という質問に

関しては、

・ 働いている者は、年齢にかかわらず対象 →25%

・ 20歳以上 →20%

・ 25歳以上 →  7%

・ 30歳以上 →28%

・ その他（現行どおり40歳以上とすべき等） →19%

という結果であった。

●本有識者会議で実施したサービス提供団体からのヒアリ

ングでは、

① 介護保険の受給者範囲を拡大することについては、

大半が「基本的に賛成」との立場であったが、被保

険者（保険料負担者）範囲の拡大については、「十

分な時間をかけて国民のコンセンサスを得る努力が必

要」など慎重な意見もあった。

② また、高齢者向けサービスと若年障害者向けサービス

の共通化は可能なのか、という論点に関しては、「年

齢にかかわらず、介護の必要度によって共通化可

能」とする意見もあったが、「障害者や難病患者に対

しては、老人以上に個別性の高い対応が必要」、「狭

義の介護部分は共通だが、障害者（児）に対しては、

療育や訓練面での対応が必要」といった意見もあり、

おおむね共通した認識は、「入所施設サービスでの共

通化は課題が多いが、通所介護、通所リハビリなど通

所型サービスは共通化が容易」というものであった。

③ 高齢者と障害者のサービスの相互利用（いわゆる「共

生型サービス」）や相談窓口の一元化に関しては、「利

用者、特に障害者にとってサービス選択肢が拡大し、

アクセスが改善する」、「年齢に関係のない長期継続

的な相談・支援が可能となる」、「サービス提供が効

率化する」「相互扶助意識の高揚につながる」など肯

定的な意見が大半であったが、「サービス水準が低下

しないよう十分な検討が必要」との指摘もあった。

④ サービスの共通化や一元化を進めていく上での課題と

しては、「要介護認定・障害程度区分の客観性を高
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めていくこと」や「高齢者・若年障害者のいずれにも

適用可能なケアマネジメント手法の開発」が多くの団

体から指摘され、また、「現場での混乱を生じないよう、

職員の養成・訓練など十分な準備期間が必要」とい

うのも各団体共通の認識であった。

●障害者関係団体からのヒアリングでは、

① 介護保険の被保険者・受給者範囲拡大の是非につ

いては、「障害者自立支援法の定着を図ってから議

論すべきであり、現時点で意見集約を行うのは困難、

あるいは不適当」というのが、おおむね共通した意見

であった。

② 将来的方向に関しては、「高齢者福祉と障害者福

祉の理念・手法・内容は異なり、財源面からの安易

な統合論は排すべき」という意見や、「利用者、事業

者、行政、企業、市民など、異なる立場の意見を集約

し、これからの在り方を総合的に議論すべき」という

意見があった。

③ また、今後、被保険者・受給者範囲の拡大の問題を

議論するに当たっては、

・低所得者に配慮した利用者負担の在り方

・それぞれの障害特性に配慮した要介護認定の在り方

・重度障害者に配慮したサービスの在り方

といった点が課題になるという意見や、「障害者の自

己決定・自己選択を支える権利擁護システムの在り方

を検討すべき」との意見もあった。

3    「介護保険制度の普遍化」の意味

●「介護保険制度の普遍化」という用語は、平成17年の

介護保険法改正の議論の際の社会保障審議会介護

保険部会から使われ始め、これまでの議論においてもし

ばしば用いられてきたが、その概念は必ずしも明確となっ

ていない。（後述の〔補論〕参照。）本有識者会議では、

「介護保険制度の普遍化」とは、次のようなことを意味

するものと理解した。

●すなわち、「介護保険制度の普遍化」とは、現行制度

を、「介護を必要とするすべての人が、年齢や要介護と

なった理由、障害種別の如何等を問わず、公平に介護

サービスを利用できるような制度（「普遍的な制度」）に

発展させること」を意味するものと理解する。

これを、さらに、給付と負担のそれぞれの面に着目し

て、捉え直すと、

①「介護サービスの提供に要する費用は、原則として、

すべての利用者が相応に負担した上で、全国民の社

会連帯によって支え合う」という負担面の普遍化と、

② 「介護サービスが必要となった場合には、いつでも、

誰でも、どこでも、一定の質が確保されたサービスが受

給できる」という給付面の普遍化とを、

介護保険制度という全国共通の社会保険システム

を通じて、同時に実現しようとするのが「介護保険制

度の普遍化」の意味するところと考える。

● 負担面の普遍化により、現行40歳以上の被保険者の

年齢区分が引き下げられ、収入のあるすべての者が社

会連帯の精神で保険料を負担することになる。

ただし、その場合においても、低所得者層へ一定の配

慮は必要である。

●給付面の普遍化の結果として、若年障害者等の介護

ニーズに対しても高齢者の介護ニーズと共通する部分

については、介護保険が適用されることとなる。

もちろん、「介護保険制度を普遍化」するとしても、こ

れまでどおり「上乗せ」「横出し」部分については障害

者福祉制度から給付されるものであり、障害者福祉制

度の全体を介護保険制度に「統合」するということには

ならない。
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●以上、「介護保険制度の普遍化」の意味を明らかにした

が、「介護保険制度の普遍化」の理念に従って制度改

正を行うとした場合の具体的時期や内容については、

別途、十分な議論が必要である。

4   主要な論点

（1）被保険者・受給者範囲の基本的方向

●現在の介護保険制度の枠組みは、40歳以上の者を被

保険者としつつ、40歳から64歳までの者に対する給付

については、「老化に起因する疾病」を理由とする場合

に限定されており、実質的には「高齢者の介護保険」で

ある。

●被保険者・受給者範囲の基本的方向としては、現行の

「高齢者の介護保険」の枠組みを維持するという考え

方と、「介護保険制度の普遍化」を図るという考え方が

あり、どちらの方向を目指すかが大きな論点であるが、前

回の改正時における議論においては、既述のとおり後

者の意見が多数であった。

●これまでの議論において、「高齢者の介護保険」の枠組

みを維持すべきとの立場から主張されている理由は、以

下のとおりである。

① 保険料を負担することになる40歳未満の若年者の

納得を得ることが難しく、国民健康保険料に上乗せし

て徴収する現行の方式では保険料の未納や滞納が

増えるおそれがある。なお、非正規労働者の増大など

雇用形態が変化している中で、どのようにして保険料

徴収を確保していくかは、社会保険制度における最

重要課題となっている。

② 高齢者の場合と異なり、若年者が要介護状態になる

確率は低く、しかもその理由が出生時からであることも

多いことから、こうした分野の取組は、税を財源とする

福祉政策において行われるべき。

③ 重度障害者について保険料拠出を求めることが現実

的でない以上、給付と負担が連動する社会保険方

式には馴染まない。

④「介護保険制度の普遍化」の具体的内容について、

十分な検討がなされていない。いずれにせよ、社会保

障全体の給付と負担が将来どのようになるかが分から

ないため、現時点で最終判断することは適当でない。

●一方、「介護保険制度の普遍化」の方向を目指すべきと

の立場から主張されている理由は、以下のとおりである。

① 介護ニーズは高齢者特有のものではなく、年齢や要

介護となった理由に関係なく生じうるものであることか

ら、年齢で制度を区分する合理性は見出し難い。ドイ

ツやオランダ等の欧米諸国においても、年齢や要介

護となった理由などによって介護制度を区分する仕

組みとはなっていない。

② 40歳から64歳までの者が理由を問わず保険給付を

受けることが可能となるとともに、難病に伴う身体等の

障害を有する者等が、要介護状態であるにもかかわ

らず公的サービスを受けることができないという「制度

の谷間」が解消される。

③ 介護保険財政の面では、制度の支え手を拡大し、財

政的な安定性を向上させる効果があることから、制度

の持続性が高まり、今後高齢化が急速に進展する時

期を乗り越えていくことができる。

④ 高齢者ケア、障害者ケアともに「地域ケア」を目指して

おり、両者に提供するサービスには共通する部分があ

ることから、年齢や障害種別を超えたサービスを提供

できるようにするため、制度の壁は取り除くべきである。

⑤ 障害者に対する介護サービスのうち、高齢者に対する
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介護サービスとの共通部分については、「介護保険

制度の普遍化」により、地域におけるサービス利用環

境が改善され、サービスの均一化・平準化が進む。

●また、今回実施した「介護保険制度の被保険者・受給

者の範囲に関する有識者調査」や関係団体ヒアリング

の結果は、２（５）で述べたとおりである。

（2） 「介護保険制度の普遍化」の効果や「介護保険制度

の普遍化」を目指す上で解決すべき課題

●「介護保険制度の普遍化」の効果については、（１）に

おいて、「「介護保険制度の普遍化」の方向を目指すべ

きとの立場から主張されている理由」として挙げたとおり

と考えられる。

●「介護保険制度の普遍化」を目指す上で解決すべき主

な課題としては、

①要介護認定を若年者にも適用可能なものとすること、

② 高齢者及び若年障害者のいずれにも適用可能なケ

アマネジメント手法を開発すること、

③ 現行の障害者自立支援法における取扱いも踏まえ、

低所得者に配慮した利用者負担の在り方や就労支

援の推進方策について検討すること、

④ 非正規労働者の増大など雇用形態が変化している

中で、保険料徴収率を低下させないこと、

などが挙げられる。

●「介護保険制度の普遍化」によって達成される高齢者

と障害者のサービスの相互利用（いわゆる「共生型サー

ビス」）や相談窓口一本化については、

① 介護保険制度が今後目指す基本方向は、地域で高

齢者が生活を継続できるような「地域ケア」であり、この

ことは障害者福祉サービスにも共通するものであること、

② 利用者、特に障害者にとってサービス選択肢が拡大

し、アクセスが改善すること、

③ 年齢に関係のない長期継続的な相談・支援が可能

となること、

などから、サービス水準の低下を招かないよう配慮しつ

つ、その推進を積極的に図るべきである。

（3） 被保険者・受給者範囲を拡大するとした場合の制度

設計の選択肢

●介護保険制度においては、被保険者としての負担と受

給者としての給付は連動することが基本となること、ま

た、有識者調査結果においても、「被保険者と受給者の

範囲は原則として一致すべき」という意見が多かったこと

等を踏まえると、被保険者・受給者の範囲を拡大した場

合の制度設計の選択肢は、大別すると次の２類型に整

理される。

（A類型）「高齢者の介護保険」という現行の制度を維

持するが、負担面の普遍化を図り、介護保険

財政の安定化等の観点から、現行の被保険

者・受給者の範囲を30歳に引き下げる。

（B類型） 負担面だけでなく給付面も併せて「介護保険

制度の普遍化」を図り、要介護状態となった

理由や年齢などを問わず介護保険制度による

サービスを受給できることとする。なお、収入の

ない児童・学生などに対する給付は、家族給

付として位置付けることも考えられる。また、障

害児に対するサービスについては、「教育、訓

練」という側面が色濃いことなどを勘案して、

当面、制度の対象外とすることも考えられる。

●制度設計の具体化に当たっては、いずれの案について

も、新たに保険料を負担する者の納得を得ることが重要

な課題となるが、B類型については、（２）で述べた課題

に加え、次のような点についても検討する必要がある。

① 第1号被保険者と第2号被保険者の区分をそのまま

維持することができるのかどうか。

②若年者に対して保険料を軽減すべきかどうか。
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●その他、いずれの案についても、一括実施か段階実施

かなど実施方法をどう考えるか、実施時期をどう考えるか

という検討課題もある。

●なお、A類型からB類型へと、順次、範囲拡大を図って

いくという考え方もあり得る。

5    今後の進め方

●「介護保険制度の被保険者・受給者範囲については、

今後の社会保障制度全体（介護保険制度を含む。）の

動向を考慮しつつ、将来の拡大を視野に入れ、その見

直しを検討していくべきである」というのが、本有識者会

議が到達した基本的考え方である。

また、被保険者・受給者範囲を拡大する場合の考

え方としては、現行の「高齢者の介護保険」の枠組み

を維持するという考え方（A類型）と、「介護保険制度

の普遍化」を図るという考え方（B類型）があるが、本有

識者会議においては、後者の「介護保険制度の普遍

化」の方向性を目指すべきとの意見が多数であった。

●一方、有識者調査の結果等をみると、障害者自立支

援法や改正介護保険法の十分な定着を図る必要があ

ること、介護保険給付の効率化を優先すべきであるこ

と、若年者の理解が得られず保険料徴収率が低下す

る可能性が高いこと、社会保障全体の給付・負担の

動向を見極める必要があること等を理由として、将来的

にはともかく、現時点においては被保険者・受給者範

囲の拡大には慎重であるべきとの意見も依然として強

い。また、当事者である障害者団体からも、被保険者・

受給者範囲の拡大について、「介護保険制度の普遍

化」の意味を含め、十分な理解が得られていない状況

にある。

●したがって、平成17年の改正介護保険法附則の規定

も念頭に置いて制度設計の具体化に向けた検討作業

を継続しつつ、当面、介護保険の被保険者・受給者

範囲拡大に関する国民的合意形成に向けた取組に

努める必要がある。

●いずれにせよ、いわゆる「制度の谷間」を含む現行制

度の問題点について実態の把握に努めるとともに、介

護保険の給付と負担に関する将来見通しや「介護保

険制度の普遍化」の意味等について分かり易い資料

を作成すること、直接語りかけ説明する機会をできるだ

け多く設定すること等に留意すべきである。

●上記のような取組と併せて、年齢に関係のない長期

継続的な相談・支援を可能とするとともに、サービスの

選択肢を拡大しアクセスを改善するため、高齢者と障

害者のサービスの相互利用や相談窓口の一本化につ

いて、その推進を図るための具体的な措置をできるだけ

早い時期に講ずるべきである。

6    おわりに

本有識者会議は、介護保険制度創設以来大きな課題

である被保険者・受給者範囲の在り方について、精力的

に議論を行ってきた。その結果として、これまで明確に定

義されていなかった「介護保険制度の普遍化」の意味に

ついて概ね共通の理解を得るとともに、被保険者・受給

者の範囲を拡大した場合の制度設計の類型について一

定の整理を行うことができた。

今後、この中間報告を踏まえ、制度の普遍化に関する

さらなる議論を深めつつ、介護保険制度の被保険者・受

給者範囲の問題について、国民各層において幅広い議

論が行われることを期待したい。
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〔補論〕「介護保険制度の普遍化」に関連する議論の経緯について

●高齢者介護・自立支援システム研究会報告（平

成6年12月）は、「国民誰もが、身近に、必要な介

護サービスがスムーズに手に入れられるようなシステ

ムを構築していくことが強く求められている状況にあ

る」として、「高齢者の自立支援を掲げ、そして、新

たな基本理念の下で介護に関連する既存制度を

再編成し、新介護システムの創設を目指すべき」こ

とを提言した。

その上で、新介護システムの在り方として、「介

護のリスクが高まる65歳以上の高齢者を被保険

者かつ受給者とすることが基本と考えられるが、現

役世代についても、世代間連帯や将来における受

給者になるための資格取得要件として、被保険者

として位置付けることも考えられる」とした。

●社会保障審議会障害者部会の「今後の障害保

健福祉施策について（中間的な取りまとめ）」（平

成16年7月）においては、「地域住民の視点からす

ると、誰しも障害の状態になりうるものであり、また、

誰しも年老いていくものであることを考えると、障害

種別、年齢、疾病等に関わりなく、同じ地域に住ま

う１人の住民として等しく安心して暮らせるように支

え合うという地域福祉の考え方が重要になってい

る」とした。

その後、「今後の障害保健福祉策について（改

革のグランドデザイン案）」（平成16年10月）におい

て、「今後、障害者の福祉サービスについては、年

齢、障害種別、疾病を超えて、市町村実施主体を

一元化した上で、国、都道府県が効果的に支援し

つつ市町村の創意と工夫により制度全体が効果

的・効率的に運営される体系へと見直し、地域福

祉の実現と全国的に均衡ある提供体制の確保の

両立を図ることが必要である」とした。

●社会保障審議会介護保険部会「介護保険制度

の見直しに関する意見」（平成16年7月30日）で

は、「被保険者・受給者の対象年齢を引き下げる」

ことについて審議を行った結果、積極的な考え方

と慎重な考え方が出され、積極的な考え方として、

「そもそも介護ニーズは高齢者に特有のものでは

なく、年齢や原因に関係なく生じうるものである。そ

うした介護ニーズの普遍性を考えれば、65歳や40

歳といった年齢で制度を区分する合理性や必然

性は見出しがたい。したがって、現行制度のように

対象を老化に伴う介護ニーズに限定する考え方を

改め、介護を必要とするすべての人が、年齢や原

因、障害種別の如何や障害者手帳の有無を問わ

ず、公平に介護サービスを利用できるような普遍的

な制度への発展を目指すべきである。これにより、

対象者の制限をなくし、全国民が連帯して全国民

の介護問題を支える仕組みが実現され、国民の安

心を支えるセーフティネットとしての役割を更に増すこ

とになる」という考え方を示した。

その後、「被保険者・受給者の範囲」の拡大に

関する意見（平成16年12月）では、「介護保険制

度の将来的な在り方としては、要介護となった理

由や年齢の如何に関わらず介護を必要とする全

ての人にサービス給付を行い、併せて保険料を負

担する層を拡大していくことにより、制度の普遍化

の方向を目指すべきであるという意見が多数であっ

た」とする一方、「被保険者・受給者の範囲の拡

大については、極めて慎重に対処すべきであるとい

う意見があった」とし、「その可否を含め国民的な

合意形成や具体的な制度改革案についてできる

限り速やかに検討を進め、結論を得ることが求めら

れる」とした。
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